
 

船舶インシデント調査報告書 

令和３年７月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和２年１１月２２日 １１時３０分ごろ 

発生場所 兵庫県洲本市由良
ゆ ら

港北東方沖 

 友ケ島灯台から真方位３１５°２.２海里付近 

 （概位 北緯３４°１８.４′ 東経１３４°５８.１′） 

インシデントの概要  プレジャーボートSHIMADA
シ マ ダ

は、漂泊中、船外機が停止し、運航不能

となった。 

インシデント調査の経過 令和２年１２月２日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート SHIMADA、５トン未満（長さ６.１５ｍ） 

 ２５２－１５９３１和歌山、個人所有 

 ガソリン機関、船外機、４サイクル、出力６６.２kＷ、回転数毎分

５,８００、４気筒、ボア７５mm、使用燃料ガソリン、平成元年６

月進水 

乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高約０.５ｍ 

インシデントの経過等 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、釣り場に着い

て航泊を繰り返しながら遊漁中、約６時間後に船外機が異音も発せず

に突然停止した。 

船長は、船外機の点火プラグ等を点検したものの、船外機が突然停

止した原因が分からず、電動始動装置（セル）を回しても機関が始動

直後に停止するので、自力での航行を諦めて１１８番通報を行った。 

本船は、来援した巡視艇等によりえい
．．

航されて出航地に戻った。 

 

本船は、本インシデント後、機関整備会社が船外機のＩＡＣ弁（ア

イドリング回転数を安定させるために一時的に開くバイパス用弁）の

不調が原因と判断して交換した。 

船長は、船外機が復旧したものの、自身でも情報を収集して調査及

び整備を進め、‘船外機の冷却海水系統に装備されている温度調整

弁’（以下「サーモスタット」という。）の故障により機関が過冷却

の状態となった際、ＩＡＣ弁の不調を助長させることを知ってサーモ

スタットを点検したところ、故障が判明して交換した。 

本船は、船外機の取扱説明書にＩＡＣ弁に関する情報（部品概要、



 

整備間隔等）が記載されていなかった。 

分析 本船は、ＩＡＣ弁に劣化や汚損等が進んでいる中、船長がサーモス

タットの故障を知らずに釣り場での航泊を長く続けたことから、機関

が過冷却の状態となり、船外機を運転することができなくなった可能

性があると考えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、ＩＡＣ弁に劣化や汚損等が進んでいる

中、船長がサーモスタットの故障を知らずに釣り場での航泊を長く続

けたため、機関が過冷却の状態となったことにより発生した可能性が

あると考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船外機の取扱者は、定期的にサーモスタットの点検を行うこと。 

・機関整備会社は、定期的にＩＡＣ弁の分解掃除を行うことが望ま

しい。 

 

 

 


